
所得控除一覧（所得から差し引くもの）

雑 　 損 　 控 　 除

医 療 費 控 除

社 会 保 険 料 控 除

小規模企業共済掛金控除

生 命 保 険 料 控 除

地 震 保 険 料 控 除

次のいずれかの多い方の金額

①（損失額‒保険金等による補填額）‒（総所得金額の合計額の１０分の１）

②災害関連支出の金額 ‒ ５万円

支払った金額の全額

支払った金額の全額

一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上
の算式により計算した控除額の合計額（限度額７０，０００円）
一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方につ
いて控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算
した控除額の合計額（限度額２８，０００円）

支払金額 控除額

支払った保険料

５０，０００円以下

５０，０００円超

支払った保険料（Ａ）

５，０００円以下

５，０００円を超え１５，０００円以下

１５，０００円超

地震保険料控除額

その金額の１/２

一律　２５，０００円

旧長期損害保険料控除額

全額

（Ａ）×１/２＋２，５００円

一律　１０，０００円　

地震保険料　計算式

旧長期損害保険料計算式

地震・旧長期両方ある場合　最高　２５，０００円

新
　
契
　
約

旧
　
契
　
約

１２，０００円以下のとき

１２，０００円超３２，０００円以下のとき

３２，０００円超５６，０００円以下のとき

５６，０００円超のとき

１５，０００円以下のとき

１５，０００円超４０，０００円以下のとき

４０，０００円超７０，０００円以下のとき

７０，０００円超のとき

全額

支払金額の１/２＋６，０００円

支払金額の１/４＋１４，０００円

２８，０００円

全額

支払金額の１/２＋７，５００円

支払金額の１/４＋１７，５００円

３５，０００円

一 般 扶 養 親 族

特 定 扶 養 親 族

同居老親等以外の老人

同 居 老 親 等

一 般 の 障 害 者

特 別 の 障 害 者

同 居 特 別 障 害 者

寡 婦 控 除

ひ と り 親 控 除

老人扶養親族

障 害 者 控 除

寡婦・ひとり親控除

基 礎 控 除

３３０，０００円

４５０，０００円

３８０，０００円

４５０，０００円

２６０，０００円

３００，０００円

５３０，０００円

２６０，０００円

３００，０００円

２６０，０００円

４３０，０００円

２９０，０００円

１５０，０００円

適用なし 

満１９歳以上満２３歳未満の人

満７０歳以上の人

満７０歳以上の人で直系尊属の人

障害者のうち重度の障害のある人

生計を一にする子を有し、合計所得金額５００万円以下の人

勤 労 学 生 控 除

扶

養

控

除

どちらか一方を選択

・医療費控除（医療費の実質負担額－（10万円と総所得金額等の５％のいずれか低い金額））（限度額200万円）

・セルフメディケーション税制（（スイッチOTC医薬品等購入費の実質負担額）－12,000円）（限度額88,000円）

合計所得金額2,400万円以下

合計所得金額2,400万円超2,450万円以下

合計所得金額2,450万円超2,500万円以下

合計所得金額2,500万円超

市民税・道民税・森林環境税の計算の仕方
総所得金額①－所得控除合計②＝課税総所得金額③
課税総所得金額③×税率＝税額控除前所得割額④
税額控除前所得割額④－税額控除額⑤＝所得割額⑥
所得割額⑥＋均等割額⑦＋森林環境税額⑧＝徴収税額⑨
徴収税額⑨－控除不足額⑩＝差引納付額
（注）１  分離課税の所得が有る場合は計算方法が異なります。
       ２  「税額控除額⑤」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当割額又
　　　　は株式等譲渡所得割額の控除等の控除額の合算額を記載しています。
       ３  「控除不足額⑩」は所得割額より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控
　　　　除の額のことです。

【都道府県・市町村に対する寄附】

①（寄附金額  ‒ ２，０００円）×１０％

②（寄附金額  ‒ ２，０００円）×（９０％  ‒ ０～ ４５.９４５％　※１） ※２

③　①＋②＝税額控除 ※３

④　税額控除×３/５＝市民税税額控除額

　　税額控除×２/５＝道民税税額控除額

【住所地の日本赤十字社に対する寄附】

①（寄附金額  ‒ ２，０００円）×６％＝市民税税額控除額

②（寄附金額  ‒ ２，０００円）×４％＝道民税税額控除額

【道が条例により指定した寄附】

①（寄附金額  ‒ ２，０００円）×４％＝道民税税額控除額

税額控除（調整控除）

税額控除（配当控除）

税額控除
（配当割額又は株式等
　譲渡所得割額の控除）

税額控除（寄附金税額控除）

税額控除（住宅借入金等特別税額控除）

納税者本人の合計所得金額が２,５００万円以下の場合、下記の区分に応じた金額
合計課税所得金額が２００万円以下の者
次の①と②のいずれか小さい額の５％（市民税３％、道民税２％）に相当する金額
　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
　②合計課税所得金額
合計課税所得金額が２００万円超の者
①の金額から②の金額を控除した金額（５万円を下回る場合は５万円）の５％（市民税３％、道民税２％）に
相当する金額
　①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表金額欄に掲げる金額を合算した金額
　②合計課税所得金額から２００万円を控除した金額

課税所得金額

種類

利 益 の 配 当 等

外貨建等証券投資信託以外

外貨建等証券投資信託
証　　　券
投資信託等

１,０００万円以下の部分 １,０００万円超の部分

市民税

１.６％

０.８％

０.４％

道民税

１.２％

０.６％

０.３％

市民税

０.８％

０.４％

０.２％

道民税

０.６％

０.３％

０.１５％

※１ 課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

０円以上１９５万円以下

１９５万円を超え３３０万円以下

３３０万円を超え６９５万円以下

６９５万円を超え９００万円以下

９００万円を超え１，８００万円以下

１，８００万円を超え４，０００万円以下

４，０００万円超

０円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合）

０円未満
（課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有する場合）

割合

地方税法に

定める割合

８４.８９５％

７９.７９％

６９.５８％

６６.５１７％

５６.３０７％

４９.１６％

４４.０５５％

９０％

※２　②の額については調整控除後の所得割額
　　　の２０％を限度とする。

※３　寄附金控除対象限度額は、総所得金額等
　　　の３０％

市民税　３/５　　道民税　２/５

※所得割非課税限度額をわずかに上回る所得者に対しては税額の調整措置がとられています。

　前年分の所得税において平成２１年から令和７年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場

合、①から②を控除した金額（前年分の所得税に係る課税総所得金額等の１００分の５に相当する金額（９７,５００

円を限度）を超える場合には、当該金額）に下欄の割合を乗じた額

　ただし、居住年が平成２６年から令和４年末までであって、一定の要件に該当する場合には、「１００分の５」を

「１００分の７」と、「９７,５００円」を「１３６,５００円」として計算した金額（特別特定取得に該当する場合は、控除期間が１３

年間）

①前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額（特定増改築等に係る住宅増改築等に係る住宅借入金等の金

　額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額）

②前年分の所得税の額（住宅借入金等特別控除等適用前の金額）

５万円

１万円

１０万円

２２万円

１万円

１万円

５万円

１万円

５万円

１０万円

５万円

３万円

５万円

１８万円

４万円

６万円

４万円

２万円

２万円

３万円

２万円

１万円

１０万円

１３万円

普通

特別

同居特別

父

母

金 額控除の種類

ひとり親
控除

寡 婦 控 除

基 礎 控 除

勤労学生控除

障害者

控　除

控除の種類 金　額

配当割
又は

株式等譲渡
所得割

３／５

市民税区　分 道民税

２／５

配偶者

控除

配偶者

特別控除

扶養

控除

納税者本人の
所得金額

９００万円以下 ９００万円超
９５０万円以下

９５０万円超
１,０００万円以下

４８万円超
５０万円未満
５０万円超
５５万円未満

一　　　般

老　　　人

一　　　般

特　　　定

老　人

同居老親等

配

偶

者

特

別

控

除

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

配
偶
者

控
　
除

9,000,000円以下 9,000,001円～9,500,000円 9,500,001円～10,000,00円扶 養 者 の 合 計 所 得

老　　　　人（満70歳以上）

一　　　　　　　　　　　般

  480,001円～1,000,000円

1,000,001円～1,050,000円

1,050,001円～1,100,000円

1,100,001円～1,150,000円

1,150,001円～1,200,000円

1,200,001円～1,250,000円

1,250,001円～1,300,000円

1,300,001円～1,330,000円

３８０，０００円

３３０，０００円

３３０，０００円

３１０，０００円

２６０，０００円

２１０，０００円

１６０，０００円

１１０，０００円

６０，０００円

３０，０００円

２６０，０００円

２２０，０００円

２２０，０００円

２１０，０００円

１８０，０００円

１４０，０００円

１１０，０００円

８０，０００円

４０，０００円

２０，０００円

１３０，０００円

１１０，０００円

１１０，０００円

１１０，０００円

９０，０００円

７０，０００円

６０，０００円

４０，０００円

２０，０００円

１０，０００円

23.05
12EC5

市民税・道民税・森林環境税　　　　決定通知書

市民税・道民税・森林環境税額を下記のとおり決定しましたので、地方税法第
４１条、第３１９条、第３１９条の２及び第３２１条の７の５の規定によって通知します。
各納期の税額をそれぞれの納期限までに納めてください。

税 額
納 税

納税義務者

世 帯 番 号

年金の種類

支払者名称

法 人 番 号

通知番号

期　別 納　　期　　限 徴 収 月

４ 月

６ 月

８ 月

１ ０ 月

１ ２ 月

２ 月

徴 収 月

※公的年金特別徴収対象者のみ

仮 徴 収 額

普 通 徴 収
期割納付額

公的年金特別徴収
月 割 徴 収 額（円） （円）

（円）

第１期分

第２期分

第３期分

第４期分

所　　　得　　　金　　　額

給与収入金額

業　　　務

そ　の　他

給 与 所 得

営 業 等 所 得

農 業 所 得

不 動 産 所 得

利 子 所 得

配 当 所 得

雑   所 　 得

短期・長期・一時所得

年　　税　　額

給与特別徴収税額

年金特別徴収税額

普通徴収税額

控 除 不 足 額

普通徴収納付額

還付充当可能額

森林環境税免除額

森林環境税額

所　得　割　減　免　額

所　　得　　割　　額

均 等 割 軽 減 免 額

均　　等　　割　　額

総
　
合
　
課
　
税
　
所
　
得
　
の
　
内
　
訳

所　　得　　控　　除　　額

市　民　税 道　民　税

税額控除

【市民税】

税額控除額

税額控除

【道民税】

税額控除額

税 　 　 　 　 　 　 額

公　的

年金等

収入金額

所得金額

課 　 税 　 標 　 準 　 額

本人該当事項

障害控対配 扶　　　養

未
成
年

同
居

同
居

人 内 人 人 　 人 内 人 人

特
定

老
人

そ
の
他

１６
歳
未
満

老無有

他特

そ
の
他

特
　
別

勤
労
学
生

ひ
と
り
親
控
除

寡
婦
控
除

障害

損失の繰越控除額

総 所 得 金 額

山　林　所　得

分離短期譲渡所得

分離長期譲渡所得

株式等譲渡所得

上場株式等の配当等所得

先物取引所得

特例肉用牛所得

雑　損　控　除

医 療 費 控 除

小規模企業共済

社会保険料控除

生命保険料控除

地震保険料控除

障・寡・ひ・勤

配 偶 者 控 除

配偶者特別控除

扶　養　控　除

基　礎　控　除

所 得 控 除 計

総 　 所 　 得

山　林　所　得

分離短期譲渡所得

分離長期譲渡所得

株式等譲渡所得

上場株式等の配当等所得

先物取引所得

特例肉用牛所得

総　　　所　　　得

山　　林　　所　　得

分 離 短 期 譲 渡 所 得

分 離 長 期 譲 渡 所 得

株 式 等 譲 渡 所 得

上場株式等の配当等所得

先　物　取　引　所　得

特 例 肉 用 牛 所 得

税　額　控　除　額

通 知 番 号

翌４月

翌６月

翌８月

※ この税額納税決定通知書についての問い合わせ先
北海道美唄市西３条南１丁目１番１号

美唄市　税務課　市民税係　電話（０１２６）６２－３１３９（直通）

様式第4号



市民税・道民税・森林環境税（普通徴収及び公的年金等特別徴収）について　～税額は前年中の所得を基準として計算されます～

１．賦課の根拠

２．納税義務者

３．不服申立

４．納期限までに納税されない場合

５．相続による納税義務の承継

６．納付方法
①　普通徴収の方法によって徴収する税額については、この通知書の期別税額を各納期限までに納めてくださ

い。

②　公的年金等から特別徴収の方法によって徴収する税額については、この通知書の特別徴収税額を公的年金

等の支払の際にその支払者が徴収（年金から差し引き）します。

③　特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額がある場合は、地方税法第３２１条の７及び第３２１

条の７の９の規定により、その額は普通徴収の方法により納付していただきます。

※　普通徴収の年税額が均等割相当金額以下の場合は、その金額を１回で納めていただきます。

④　本年度において公的年金からの特別徴収の対象者であり、かつ、来年度も引き続き公的年金の支払を受ける

場合は、公的年金の支払者が次の額を特別徴収の方法によって徴収することになりますので、地方税法第３２１

条の７の８の規定によって通知します。

口座振替について
①　市税の振替制度

　税金の口座振替を利用されますと納期限を忘れることもなく、また納めに行く手間も省

　けて大変便利です。

　是非、振替制度をご利用下さい。

②　口座振替の手続き

　金融機関名（口座番号）を指定し、印鑑（通帳印）、納付書を持参の上、各金融機関また

　は税務課窓口へ申し出てください。

③　口座振替取扱金融機関名

　株式会社北洋銀行　本支店

　株式会社北海道銀行　本支店

　空知信用金庫　本支店

　空知商工信用組合　本支店

　北海道労働金庫　岩見沢支店

美唄市農業協同組合　本所

峰延農業協同組合　本所

いわみざわ農業協同組合

ゆうちょ銀行・郵便局

　税率

　分離所得に対する税率  【給与所得の計算式】

【公的年金等所得（雑）の計算式】

　所得金額の算出

市　民　税

区　　　分

均　　等　　割

所　　得　　割
（総合課税分）

３,０００円 １,０００円
１,０００円

６％ ４％

一 　 般 　 分

軽 減 資 産 分

一 　 般 　 分

特定資産分

軽課資産分

２ 千 万 円 以 下

２千万円超の部分

６ 千 万 円 以 下

６千万円超の部分

市民税

５.４％

３.０％

３.０％

２.４％

３.０％－１２０,０００円

２.４％

３.０％－３６０,０００円

３.０％

３.０％

３.０％

３.０％

道民税

３.６％

２.０％

２.０％

１.６％

２.０％－８０,０００円

１.６％

２.０％－２４０,０００円

２.０％

２.０％

２.０％

２.０％

道　民　税 森林環境税

分
離
短
期

株
　
式

分
　
離
　
長
　
期

一 般 株 式 等

上　　場　　分

上場株式等の配当

先 　 物 　 取 　 引

（注）給与等の収入金額が850万円を超え、一定の要件を満たすの人や給与所得と公的年金等の
　　　雑所得の金額の合計額が10万円を超える人は所得金額調整控除後の金額が適用されます。

　市民税は地方税法第２４条、第２９４条及び美唄市税条例第２６条により、又道民税は地方税法第２４条及び北海
道税条例第24条の規定により課税されます。森林環境税は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律によ
り課税されます。

　毎年賦課期日（１月１日）現在において美唄市に住所を有する個人には所得割・均等割が、又美唄市内に
住所を有しないが市内に事務所、事業所、家屋敷を有する個人には均等割が課せられます。
　ただし、次の人に対しては課税されません。
①　生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
②　障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が１３５万円以下の人
③　前年の合計所得金額が２８万円×（納税者本人＋控除対象配偶者＋扶養親族）＋１０万円＋１７万円＊1以下
　の人（ただし、１７万円の加算は控除対象配偶者又は扶養親族を有する人に限ります。）
　＊１ 森林環境税は１６万８千円

１　この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３か月以内
　に、市長に対して審査請求をすることができます。
２　前記の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日か
　ら起算して６か月以内に、市を被告として（訴訟において市を代表する者は市長となります。）、決定（以
　下「処分」といいます。）の取消の訴えを提起することができます。なお、①審査請求があった日から３
　か月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避ける
　ため緊急の必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときのいずれかに該当す
　る場合は、裁決を経ないでも処分の取消の訴えを提起することができます。

①　納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、延滞金特例基準割合に年７.３％を加算した割合（納期限の
　翌日から１か月を経過する日までの期間はその年の延滞金特例基準割合に年１.０％を加算した割合）を乗じ
　て計算します。 
②　納期限までに税金を完納しないため督促状の送付を受け、かつ、その督促状を発した日から１０日を経過
　した日までに、この税金に係る徴収金を完納しない場合は、滞納処分を受けることになります。
 

　納税義務者が死亡した場合は、その相続人が納税義務を承継することになります。この場合、相続人が２
人以上いるときは、そのうちから被相続人賦課徴収に関する書類を受領する代表者を決めて市長に届け出な
ければなりません。この届け出がない場合には、市長が代表者を指定することになります。

収入金額の合計額（Ａ）

０～５５０，９９９円

５５１，０００～１，６１８，９９９円

１，６１９，０００～１，６１９，９９９円

１，６２０，０００～１，６２１，９９９円

１，６２２，０００～１，６２３，９９９円

１，６２４，０００～１，６２７，９９９円

１，６２８，０００～１，７９９，９９９円

１，８００，０００～３，５９９，９９９円

３，６００，０００～６，５９９，９９９円

６，６００，０００～８，４９９，９９９円

８，５００，０００円以上

０円

（Ａ）　　　－　５５０，０００円

１，０６９，０００円

１，０７０，０００円

１，０７２，０００円

１，０７４，０００円

Ｂ　×　２.４　＋　　　１００，０００円

Ｂ　×　２.８　－　　　　８０，０００円

Ｂ　×　３.２　－　　　４４０，０００円

Ａ　×　０.９　－ １，１００，０００円

Ａ　　　　　　　　　－ １，９５０，０００円

給 与 所 得 の 金 額

Ａ÷４＝Ｂ

（千円未満の端数切捨て）

 Ａ－60万円
Ａ×75％－27.5万円
Ａ×85％－68.5万円
Ａ×95％－145.5万円

Ａ－195.5万円
 Ａ－110万円

Ａ×75％－27.5万円
Ａ×85％－68.5万円
Ａ×95％－145.5万円

Ａ－195.5万円

 Ａ－50万円
Ａ×75％－17.5万円
Ａ×85％－58.5万円
Ａ×95％－135.5万円

Ａ－185.5万円
 Ａ－100万円

Ａ×75％－17.5万円
Ａ×85％－58.5万円
Ａ×95％－135.5万円

Ａ－185.5万円

 Ａ－40万円
Ａ×75％－7.5万円
Ａ×85％－48.5万円
Ａ×95％－125.5万円

Ａ－175.5万円
 Ａ－90万円

Ａ×75％－7.5万円
Ａ×85％－48.5万円
Ａ×95％－125.5万円

Ａ－175.5万円

 1,000万円以下 2,000万円超 1,000万円超2,000万円以下
130万円以下

130万円超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円超1,000万円以下

1,000万円超
330万円以下

330万円超410万円以下
410万円超770万円以下
770万円超1,000万円以下

1,000万円超

公的年金の収入（Ａ）
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額

（注）年齢は、その年の１２月３１日（年の中途で死亡し又は出国した場合は、その日）により判定する

６
５
歳
未
満

６
５
歳
以
上

年
齢

雑所得（公的年金等）

給与所得

営業等・農業・不動産などの所得

所 得 の 種 類 所 得 金 額 の 計 算 方 法

収入金額　－　給与所得控除額

（公的年金等収入額－公的年金等控除額）＋（公的年金等以外の雑収入金額－必要経費）

収入金額　－　必要経費


